
広島市規則第１６号

令和８年３月１１日

広島市消防団の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

広島市長 松 井 一 實

広島市消防団の組織に関する規則の一部を改正する規則

広島市消防団の組織に関する規則（昭和３０年広島市規則第５８号）の

一部を次のように改正する。

別表安佐北消防団の項中「大字市川」の右に「（市長の定める区域に限

る。）」を加え、「大林町」を「白木町大字市川（高南分団の区域を除

く。）、大林町」に改める。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。


